
議案第１２５号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  平成２７年６月１０日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

   路  線  名 延  長 

   ｍ 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地

Ｂ第５３７号線 118 13 4 00 

さいたま市南区松本

一丁目５５７番１地

先 

さいたま市南区松本

一丁目５５８番２地

先 

Ｄ 第６７９号線 46 92 4 00 

さいたま市桜区田島

三丁目９８９番５地

先 

さいたま市桜区田島

三丁目９９１番７地

先 

Ｉ 第４２２号線 165 73 6 00 

さいたま市南区大字

太田窪字新田２１５

４番６地先 

さいたま市南区大字

太田窪字新田２１５

４番４地先 

Ｊ 第４７５号線 118 33 4 50 

さいたま市浦和区瀬

ヶ崎一丁目９９番９

地先 

さいたま市浦和区瀬

ヶ崎一丁目９９番６

地先 

Ｊ 第４７６号線 53 11 4 50 

さいたま市緑区道祖

土三丁目４０７番２

２地先 

さいたま市緑区道祖

土三丁目４０７番２

９地先 

Ｋ 第４９３号線 75 46 4 00 

さいたま市南区大字

大谷口字細野７２７

番４地先 

さいたま市南区大字

大谷口字細野７２７

番１４地先 

Ｌ第１２９４号線 55 47 4 00 

さいたま市緑区大字

中尾字不動谷３０６

番１３地先 

さいたま市緑区大字

中尾字不動谷３０６

番１７地先 

Ｌ第１２９５号線 100 51 5 00 

さいたま市浦和区木

崎五丁目３９６番１

４地先 

さいたま市浦和区木

崎五丁目３９６番１

１地先 

Ｍ 第７３３号線 66 19 4 50 

さいたま市緑区東浦

和五丁目１３番２６

地先 

さいたま市緑区東浦

和五丁目１３番２９

地先 

第 ７ ８ ３ 号 線 86 21 4 50 

さいたま市中央区新

中里一丁目１３４番

４地先 

さいたま市中央区新

中里一丁目１３５番

１地先 

第 ７ ８ ４ 号 線 51 26 4 50 

さいたま市中央区円

阿弥四丁目６１０番

１３地先 

さいたま市中央区円

阿弥四丁目６１０番

６地先 

１ ２８７５号線 70 64 4 50 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字北海道１２

６８番２地先 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字北海道１２

６８番１地先 



   路  線  名 延  長 

   ｍ 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地

２２５４９号線 88 75 4 00 

さいたま市大宮区大

原七丁目１１４６番

１０地先 

さいたま市大宮区大

原七丁目１１４６番

２１地先 

２ ２５５０号線 107 32 4 00 

さいたま市見沼区大

字大谷字向大谷西４

２４番８地先 

さいたま市見沼区大

字大谷字向大谷西４

３３番１地先 

２ ２５５１号線 103 61 4 50 

さいたま市見沼区大

字大谷字氷川１５２

８番１０地先 

さいたま市見沼区大

字大谷字氷川１５２

９番１５地先 

２ ２５５２号線 117 75 4 00 

さいたま市見沼区大

字南中野字新田１１

７８番２地先 

さいたま市見沼区大

字南中野字新田１１

７２番１地先 

３ ２７３２号線 195 95 6 00 

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１４８

０番３地先 

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１４９

６番２４地先 

３ ２７３３号線 41 65 4 50 

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１４８

０番３地先 

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１４８

０番１０地先 

４ １６９６号線 59 12 4 00 

さいたま市大宮区三

橋四丁目７７０番１

４地先 

さいたま市大宮区三

橋四丁目７７０番１

０地先 


